
埼玉県農業技術研究センターにおける研究活動の不正行為等の防止に関する規程 

               平成２１年４月１日 

                                令和２年４月 1 日改正  

                  令和３年４月１日改正 

                                令和５年４月１日改正         

                      埼玉県農業技術研究センター所長決裁 

 

（目的） 

第１条 この規程は，埼玉県農業技術研究センター（以下「センター」という。）における研究

資金の不正使用及び特定不正行為が生じた場合の措置に関して必要な事項を定めるものとす

る。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「研究活動の不正行為」とは研究活動における研究資金等の不適切

な管理及び研究活動上の特定不正行為をいう。 

２ 「研究資金等の適切な管理」とは、研究の実施において研究資金等の不正使用の未然防止に

努め、研究資金等の適正な使用の確保及び適正な会計事務処理を行うことをいう。 

３ 「特定不正行為」とは、研究計画の立案、研究の実施及び研究成果報告の各過程においてな

されるねつ造、改ざん及び盗用の行為をいう。 

 

（最高管理責任者） 

第３条 埼玉県農業技術研究センター所長は、センターにおける研究資金等の適正な管理及び特

定不正行為の防止に関し最終責任を負う者(以下「最高管理責任者」という。)として、研究資

金等の適正な管理及び特定不正行為の防止を図るため、適切にリーダーシップを発揮しなけれ

ばならない。 

 

（統括管理責任者） 

第４条  最高管理責任者は、センターにおける研究資金等の適正な管理及び特定不正行為の防止

に関しセンター全体を統括する実質的な権限と責任を有する者（以下「統括管理責任者」とい

う。）を置き、副所長(総務担当所掌)の職にある者をもって充てる。 

２  統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、センターにおける研究資金等の適正な管理及

び特定不正行為の防止に関し、センター全体の具体的対策を策定し、実施状況を確認する。 

 

(コンプライアンス推進責任者) 

第５条 最高管理責任者は、センターにおけるコンプライアンスの推進について実質的な権限と

責任を有する者（以下「コンプライアンス推進責任者」という。）を置き、副所長(総務担当

所掌者を除く)の職にある者をもって充てる。  

２ コンプライアンス推進責任者は、センターにおける研究資金等の適正な管理及び特定不正行

為の防止に関し、統括管理責任者の指示に従って所掌する担当において次の各号に掲げる業務

を行わなければならない。  



 (1)  具体的対策を実施し、その状況を統括管理責任者へ報告する。  

 (2)  職員に対してコンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理する。  

 (3)  職員が適切に研究資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて

改善を指導する。 

 (4)  職員が適切に研究データを保存しているかをモニタリングし、必要に応じて開示を求め

る。 

 

（経理事務責任者） 

第６条 最高管理責任者は、総務担当部長の職にあるものを経理事務責任者として置き、研究資金

等の管理に係る支出書の審査等に係る事務を行わせることとする。 

２ 最高管理責任者は、経理事務責任者を補助する者として、経理事務担当者を置き、総務担当

の職員をこれに充てる。 

 

（各責任者の責務） 

第 7 条 各責任者は、その責務が果たされないことにより不正を招いたときは、地方公務員法及

び埼玉県職員倫理規程等により、処分の対象になるものとする。 

 

（職員の責務） 

第８条 センター職員は、研究資金等を適正に使用するとともに、特定不正行為を行ってはならな

い。 

２ センター職員は、この規程及びこの規程に基づく統括管理責任者の指示に従わなければなら

ない。 

３ センター職員は、統括管理責任者が実施する研究資金等の適正な管理及び特定不正行為の防

止に関するコンプライアンス教育に参加しなければならない。 

４ センター職員は、研究資金等の適正な管理及び特定不正行為の防止に関する調査への協力要

請があった場合は、これに協力しなければならない。 

５ センター職員は、研究データを指定される期間保存し、必要とされる場合には開示しなけれ

ばならない。保存期間については別「不正行為等防止に向けた取組」に定める。 

６ センター職員は、研究資金等の適正な管理及び特定不正行為の防止に関する誓約書を提出し

なければならない。 

 

（不正防止対策チーム） 

第９条 最高管理責任者は、不適正な研究資金等の管理及び特定不正行為を防止するため、不正

防止対策チームを置くこととする。 

２ 不正防止対策チームは、センター職員のうち、副所長（総務担当所掌）の職位に当たる者及

びその他最高管理責任者が指名する者をもって構成する。 

３ 不正防止対策チームは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 不正防止対策の実施に関すること。 

(2) 研究活動上の不正発生防止要因に対する改善策に関すること。 

(3) 不正防止計画の策定に関すること。 



４ 不正防止対策チームは、監査員との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、不正

防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。 

 

 (相談窓口) 

第１０条 最高管理責任者は、センター職員及び他の研究機関等から、研究資金等の事務処理等

の手続きに関する相談を受け付ける窓口を企画担当に設置する。相談業務は、第９条第２項で

規定する職員が行うこととする。また、窓口で相談を受け付けた場合、内容や通報者の秘密保

持を徹底し、直ちに統括管理責任者を通じ、最高管理責任者に報告する。 

  

（通報窓口） 

第１１条 職員等からのセンター職員による研究資金等の不正使用及び特定不正行為に関する通

報を受ける窓口（以下「通報窓口」という。）は、埼玉県職員からの公益通報処理規程（平成

１８年３月２２日総合政策部長決裁）で設置された窓口を活用するとともに、通報の処理につ

いては、同規程に基づくものとする。また、通報者は同規定により保護されるものとする。 

２ 前項の「職員等」とは、知事部局、労働委員会事務局、収用委員会事務局（以下「知事部局

等」という。）の一般の職員及び次の各号に掲げるものをいう。 

(1) 地方公務員法第２２条第２項に規定する知事部局等の会計年度任用職員 

(2) 知事部局等と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事するもの 

(3) 知事部局等を役務の提供先とする労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条

件の整備等に関する法律(昭和６０年法律第８８号）第２条第２号に規定する派遣労働者。 

 

（通報窓口の周知） 

第１２条 統括管理責任者は、通報窓口担当、連絡先、通報の方法その他必要な事項をセンター

職員及び第１１条第２項の各号に該当するものに対して周知しなければならない。 

 

（検査担当） 

第１３条 最高管理責任者は、研究資金等の適正な管理を確保するため、研究資金等により購入

した物品（設備備品を含む）等の納品検査を行う担当を置くこととする。  

２ 前項の納品検査は、出納員、分任出納員またはグループリーダー等（原則主査級以上）の職

員が行うこととする。 

３ 研究資金等により、物品（設備備品を含む）等を購入した職員は、納品検査への協力要請が

あった場合は、協力しなければならない。 

 

（内部監査の実施） 

第１４条 最高管理責任者は、センターにおける研究資金等の適正な管理及び特定不正行為防止

等に関する監査（以下「内部監査」という。）を行うこととする。 

２ 前項の内部監査は、センター職員のうち、総務担当担当部長の職に当たる者に行わせるもの

とする。 

３ 内部監査は、次の各号に掲げる事項に留意して実施するものとする。 

(1) 研究資金等の不正使用の防止及び特定不正行為の防止等の体制の整備につながる審査を行う



こと。 

(2) 監査により、研究活動上の不正発生要因を把握したときは、速やかに不正防止対策チームに

対して効果的かつ実効性のある改善策を求めること。 

(3) 必要に応じて監査事務局に報告し、職員調査と連携すること。 

４ 前項第 1 号の会計事務に関する内部監査は、次の区分で実施するものとする。 

(1) 通常監査 契約及び支出等に係る監査 

(2) 特別監査 特別に監査する必要性が生じたときに実施する監査。 

(3) リスクアプローチ監査 一定数を抽出し、抜き打ちにより行う監査。  

５ 通常監査は、監査事務局の定期監査前に行うものとする。 

６ センター職員は、第１項の内部監査の実施に協力しなければならない。 

 

（モニタリングの実施） 

第１５条 コンプライアンス推進責任者は、担当グループに対し、センターにおける研究資金等

の適正な管理及び特定不正行為防止等に関する継続的な点検（以下「モニタリング」とい

う。）を行う。 

２ モニタリングは、別紙「不正発生要因・研究資金の適正管理に関わる評価表」を用いて概ね

四半期ごとに一定数を抽出して行うが、競争的研究費に係る課題については必ず実施する。 

３ コンプライアンス推進責任者は、モニタリングにより研究活動上の不正発生要因を把握した

ときは、担当グループに対し、速やかに実効性のある改善策を講じる。 

 

（調査） 

第１６条 最高管理責任者は、通報窓口から不正に係る調査が必要と判断された場合には、第三

者を含む調査委員会を設置して、不正の有無、不正の内容、関与した者及びその関与の程度、

不正使用額等について調査するものとする。  

２ 最高管理責任者は、不正に係る調査の結果等を通報窓口に報告するとともに、競争的資金等

にあっては配分機関に報告するものとする。 

３ 不正に係る調査について、体制及び手続等の詳細は別に定める。 

 

（雑則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、最高管理責任者が別

に定める。 

２ 本規定及び関連文書、コンプライアンス教育内容等について、業務の実態と乖離して空文化

しないよう、必要に応じ、見直しを行う。 

 

 

附則 

 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成３０年３月１日から施行する。 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


